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　西墳丘（南側の墳丘）は復元しても良
いが、東墳丘（北側の墳丘）の石室は、
今まで通り見学できるように、手摺付き
の階段と、上部には屋根を設置して雨天
でも見学できるようにして欲しい。

　墳丘全体に保護盛土を施す保存整備の方針を示していますが、すでに露出している東
墳丘石室は、史跡の保護を最優先にしながら、これまで通り石室内部を見学できるよ
う、適切な保存整備方法を検討します。

1-2 54

　近くにはトイレを設置して欲しい。駐
車場は特に必要と思わない。景色の良い
所ですから、ベンチを設置して休憩でき
る様にして欲しい。

　見学者の利便性と、史跡を適切に維持管理するため、史跡指定地外のエントランス
ゾーンとした地区に、駐車場・駐輪場・東屋・トイレ・ベンチ等の便益施設を整備する
方針を示しています。

　

　平成３０年１月４日（木）～２月５日（月）まで、太子町役場及び町ホームページにおいて公表し、国指定史跡二子塚古墳保存活用計画（素案）

に対するパブリックコメント（住民等意見）の募集を実施しましたところ、１名より２件のご意見をいただきました。

　これらの意見と、ご意見に対する本町の考え方は下記のとおりです。

国指定史跡二子塚古墳保存活用計画（素案）に対するパブリックコメント意見一覧


